
 

 

 

 

 

 

 

 

アースガス 

【主契約料金表】 

東邦ガスネットワーク供給区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 9 月 1日実施 

株式会社アースインフィニティ 

 



本 則 

1 適 用 

この主契約料金表は，東邦ガスネットワーク株式会社が定める小売託送供給約款の供給

区域のお客さまで，当社が別途定めるガス供給約款が適用される需要で，当社との協議が整

ったお客さまを対象といたします。 

 

2 ガ ス 料 金 

ガス料金は，基本料金および従量料金の合計といたします。ただし，従量料金の単価表は，

別表（原料費調整）１(1)によって算定された平均原料価格が 83,350 円を下回る場合は，別

表（原料費調整）１(2)によって算定された原料費調整額単価 を差し引いたものとし，別表

（原料費調整）１(1)によって算定された平均原料価格が 83,350 円を上回る場合は，別表

（原料費調整）１(2)によって算定された原料費調整額単価を加えたものといたします。 

 

なお，使用量（ガス料金の算定期間における使用量をいいます。別途定める場合を除き，

以下同じです。）が 20立方メートルまでの場合には料金表Ａを，使用量が 20立方メートル

をこえ，50 立方メートルまでの場合には料金表Ｂを，使用量が 50 立方メートルをこえ，

100 立方メートルまでの場合には料金表Ｃを，使用量が 100立方メートルをこえ，250 立方

メートルまでの場合には料金表Ｄを，使用量が 250 立方メートルをこえ，500 立方メートル

までの場合には料金表Ｅを，使用量が 500 立方メートルをこえる場合には料金表Ｆを，そ

れぞれ適用いたします。 

【アースガス】 

(1) 料 金 表 Ａ 

イ 基 本 料 金  

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 743.82 円 

ロ 従 量 料 金  

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 210.52 円 

(2) 料 金 表 Ｂ 

イ 基 本 料 金  

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 1557.10 円 

ロ 従 量 料 金  

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 169.03 円 



(3) 料 金 表 Ｃ 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 1796.66 円 

ロ 従 量 料 金  

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 164.14 円 

(4) 料 金 表 Ｄ 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 2036.21 円 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 161.70 円 

(5) 料 金 表 Ｅ 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 2595.17 円 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 159.41 円 

(6) 料 金 表 Ｆ 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 6967.06 円 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 150.49 円 

 

【アースガスＳ】 

(1) 料 金 表 Ａ 

イ 基 本 料 金  

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 721.05 円 

ロ 従 量 料 金  

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 



1 立方メートルにつき 210.52 円 

(2) 料 金 表 Ｂ 

イ 基 本 料 金  

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 1509.43 円 

ロ 従 量 料 金  

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 169.03 円 

(3) 料 金 表 Ｃ 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 1741.66 円 

ロ 従 量 料 金  

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 164.14 円 

(4) 料 金 表 Ｄ 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 1973.88 円 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 161.70 円 

(5) 料 金 表 Ｅ 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 2515.73 円 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 

1 立方メートルにつき 159.41 円 

(6) 料 金 表 Ｆ 

イ 基 本 料 金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。 

1 契約につき 6753.78 円 

ロ 従 量 料 金 

従量料金は，その 1 月の使用量と次の単価によって算定いたします。 



1 立方メートルにつき 150.49 円 

 

3 日 割 計 算 

(1) 当社は，次の場合は日割計算し，ガス料金を算定いたします。 

イ 託送約款等に定める定例検針日の翌日(供給者切替の場合の需給開始日を含みます。)

から次の定例検針日までの期間が 24日以下または 36 日以上となった場合 

ロ 開栓(供給者切替の場合を除きます。)によりガスの供給を開始し，または需給契約が

終了した場合で，ガス料金の算定期間が 29 日以下または 36 日以上となったとき 

ハ  需給契約を変更したことにより，ガス料金に変更があった場合で，ガス料金の算定期

間が 29日以下または 36日以上となったとき 

 

(2) 日割計算を行う場合のガス料金は，次の日割計算後，基本料金と従量料金を合計した金

額といたします。なお，この場合の 2（ガス料金）の適用区分は，日割計算で算出した

お客さまのガス使用日数（以下「日割計算対象日数」といいます。）における使用量に

30を乗じ，日割計算対象日数で除した 1 月換算の使用量によります。 

①  日割計算後基本料金 

基本料金 × 日割計算対象日数 

 30 

なお，計算結果の小数点第 3位以下の端数は切り捨ていたします。 

②  従量料金 

2（ガス料金）の料金表における 1立方メートルあたりの従量料金の単価に日割計  

算対象日数における使用量を乗じて算定いたします。ただし，従量料金の単価は，別

表（原料費調整）1(1)によって算定された平均原料価格が 57,250 円を下回る場合は，

別表(原料費調整)1(2)によって算定された原料費調整単価を差し引いたものとし，別

表(原料費調整)1(1)によって算定された平均原料価格が 57,250 円を上回る場合は，

別表(原料費調整)1(2)によって算定された原料費調整単価を加えたものといたしま

す。 

 

4 供給ガスの熱量，圧力および燃焼性 

この料金表による供給ガスにおける熱量，圧力，燃焼性は，次のとおりといたします。な

お，供給ガスは，燃焼性によって類別されており，この料金表による供給ガスの類別は 13

Ａであるため，13Ａとされているガス機器が適合いたします。 

熱 量 標準熱量･･････45メガジュール 

最低熱量･･････44 メガジュール 

圧 力 最高圧力･･････2.5 キロパスカル 

最低圧力･･････1.0 キロパスカル 



燃焼性 最高燃焼速度･･････47 

最低燃焼速度･･････35 

最高ウォッベ指数･･････57.8 

最低ウォッベ指数･･････52.7 

 

5 各種手数料 

お客さまからの申し出により，以下の手続きをした場合，手数料をいただきます。当該手

数料につきましては，当月もしくは次月のガス料金と合算してお支払いをいただきます。 

発行手数料 

請求書郵送 1 件につき【税抜額 600 円，税込額

（10％時）660 円】 

電子バーコードによる払込票

および払込用紙発行 

1 件につき【税抜額 600 円，税込額

（10％時）660 円】 

再振替手数料 1 件につき【税抜額 400 円，税込額

（10％時）440 円】 

支払証明書 1 通につき【税抜額 1,000 円，税込額

（10％時）1,100 円】 

その他書面での回答 実費相当額 

 

6 そ の 他 

その他の事項については，ガス供給約款に定めるところによるものといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則(実施期日) 

この料金表は，2023 年 2月 1日から実施いたします。 

この料金表の一部を改定し，2023 年７月 1 日から適用し実施いたします。 

この料金表の一部を改定し，2024 年３月 1 日から適用し実施いたします。 

この料金表の一部を改定し，2025 年５月 1 日から適用し実施いたします。 

この料金表の一部を改定し，2025 年 9 月 1 日から適用し実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表(原料費調整) 

 

1 原料費調整単価の算定 

(1) 平均原料価格 

1 トン当たりの平均原料価格は，貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき，

次の算式によって算定された値といたします。なお，平均原料価格は，10 円単位と

し，10円未満の端数は，1 円の位で四捨五入いたします。 

平均原料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β 

Ａ＝各平均原料価格算定期間における 1 トン当たりの平均ＬＮＧ価格 

Ｂ＝各平均原料価格算定期間における 1 トン当たりの平均ＬＰＧ価格 

α＝0.9576 

β＝0.0466 

 

(2) 原料費調整単価 

原料費調整単価は，次の算式によって算定された値といたします。 

イ 1トン当たりの平均原料価格が 83,350 円を下回る場合 

原 料 費調整単価 ＝（83,350 円－平均原料価格）×（0.081円×（1+消費税率）） 

ロ 1トン当たりの平均原料価格が 83,350 円を上回る場合 

原 料 費調整単価 ＝（平均原料価格－83,350 円）×（0.081円×（1+消費税率）） 

なお，原料費調整単価の小数点第 3 位以下の端数は，イによって算定する場合は切

り上げ，ロによって算定する場合は切り捨てます。 

 

(3) 原料費調整単価の適用 

各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された原料費調整単価は，その平

均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間に使用される従量料金の単価に適

用いたします。なお，各平均原料価格算定期間に対応する原料費調整単価適用期間は，次の

とおりといたします。 

平均原料価格算定期間 原料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1日から 3月 31 日までの期間 
その年の 5 月の検針日の翌日から 6 月の検

針日までの期間 

毎年 2 月 1日から 4月 30 日までの期間 
その年の 6 月の検針日の翌日から 7 月の検

針日までの期間 

毎年 3 月 1日から 5月 31 日までの期間 
その年の 7 月の検針日の翌日から 8 月の検

針日までの期間 

毎年 4 月 1日から 6月 30 日までの期間 
その年の 8 月の検針日の翌日から 9 月の検

針日までの期間 



毎年 5 月 1日から 7月 31 日までの期間 
その年の 9 月の検針日の翌日から 10 月の

検針日までの期間 

毎年 6 月 1日から 8月 31 日までの期間 
その年の 10月の検針日の翌日から 11月の

検針日までの期間 

毎年 7 月 1日から 9月 30 日までの期間 
その年の 11月の検針日の翌日から 12月の

検針日までの期間 

毎年 8 月 1日から 10月 31 日までの期間 
その年の 12月の検針日の翌日から翌年の 1

月の検針日までの期間 

毎年 9 月 1日から 11月 30 日までの期間 
翌年の 1 月の検針日の翌日から 2 月の検針

日までの期間 

毎年 10月 1 日から 12 月 31日までの期間 
翌年の 2 月の検針日の翌日から 3 月の検針

日までの期間 

毎年 11月 1日から翌年の 1月 31日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日の翌日から 4 月の検針

日までの期間 

毎年 12月 1日から翌年の 2月 28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は，翌年の 2 月

29日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日の翌日から 5 月の検針

日までの期間 

 

2 原料費調整単価等のお知らせ 

当社は，1(1)の各平均原料単価算定期間における 1 トン当たりの平均ＬＮＧ価格，1トン当

たりの平均ＬＰＧ価格および 1(2)によって算定された原料費調整単価をお知らせいたしま

す。 


